
































初任者研修におけるＯＪＴを活用した校内研修について

秋田県教育庁義務教育課

１ これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について

「教員は学校で育つ」ものであり、教員の資質能力を向上させるためには、経験年数や職

能、専門教科ごとに行われる校外研修の体系的な実施とともに、学校内において同僚の教員

とともに支え合いながらＯＪＴを通じて日常的に学び合う校内研修及び園内研修の充実や、

個々の教員が自ら課題を持って自律的、主体的に行う研修に対する支援のための方策を講じ

ることが必要である。

「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」 ～学び合い、高め合う教員

育成コミュニティの構築に向けて～（平成２７年１０月 中央教育審議会答申より）

２ ＯＪＴとは

ＯＪＴとは、On the Job Training の略です。

学校の現場を想定すれば、業務を通して管理職や先輩教員が後輩教員に対して、あるいは、教

員同士が協働して、職務に必要な能力を育成していく過程のことになります。

３ ＯＪＴの意義
　・一人一人の教員の能力に応じた具体的な指導が可能となります。

・初任者にとっては、実際の業務にすぐに生かせる内容を学ぶことが可能となります。

・管理職や先輩教員にとっては、業務を遂行する中で、初任者への研修を行うことができます。

・ＯＪＴを受ける側と行う側の双方の自己研鑽につながります。

・育成される側がいずれ育成する側になり、育成機能の連続性が校内に確立されることになりま

す。

・実施状況に応じ、ＯＪＴの方法について適宜改善することが可能です。
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４ ＯＪＴの活用例

(1) 会議を活用する

・研修例 「教育目標と学校経営」

年度初めの職員会議後に、会議の内容で十分に理解できなかったところなどがないか

を研修教員に確認し、補足の説明、解説等をする。

(2) 校内研修を活用する

・研修例 「電子黒板等教育機器の活用」

校内の電子黒板等教育機器に係る研修への参加を初任者研修として計画し、実施する。

研修後、研修担当教員等が個別に解説等をする。

(3) 校内授業研究会を活用する

・研修例 「教材づくりの実際」

校内授業研究会に向けた教材の準備、指導案検討会、協議会への参加を初任者研修として

計画し、実施する。

(4) 学校行事を活用する

・研修例 「安全指導の実際」

避難訓練の打合せの後に、訓練の目的と担当する役割等について理解させた上で、避

難訓練に参加させる。※交通安全教室、ＰＴＡ、宿泊学習、職場体験等

(5) 書類等を実際に作成する過程で指導・助言を行う

・研修例 「指導要録の作成の仕方」

指導要録の法的位置付けや目的、取扱い等についての注意点を説明した上で、実際の

作成例を示し、作成させる。※通知表の所見欄の記入、学級通信、指導案の書き方等

５ 実施にあたってのポイント

・意図的、計画的、継続的に進めることが大切です。

・総合教育センター等で行われる校外研修と関連付けながら実施することで、効果が高まります。

・成果と課題を検証し、改善を次に生かすことが、校内における育成機能の連続性につながりま

す。
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令和８年度秋田県公立小・中学校及び義務教育学校 

実践的指導力習得研修 実施要項 

 

秋田県教育委員会 

１ 目 的 

実践的指導力習得研修は、初任者研修を受講した教員に対し、「秋田県教職キャリア指

標」及び「秋田県教職員研修体系」に基づき、実践的指導力や使命感を養うとともに、

個々の教員が豊かな識見を身に付け、主体的に自らの力量を高めることを目的とする。 

 

２ 対 象 

本研修の対象となる教員（以下「研修教員」という。）は、次のとおりとする。 

(1) 秋田県公立学校の教諭に採用され、令和６年度又は令和７年度に本県の初任者研修 

を修了した者＊1。 

(2) 前年度までの本研修の該当者で、実践的指導力習得研修を修了していない者。 

 

３ 内 容 

研修教員には、次の研修を受けさせるものとする。 

 校内研修 校外研修 

実践的指導力 

習得研修１年目 

（採用２年目） 

年間 15時間程度＊2 
２日間 

（総合教育センターで実施） 

実践的指導力 

習得研修２年目 

（採用３年目） 

年間 15時間程度＊2 

 

 

 

 

４ 研修計画 

県教育委員会は、年間研修計画を作成する。 

 

５ 研修体制 

(1) 実施する学校においては、担当教員を置き、担当教員を中心とする校内研修体制を 

構築する。 

(2) 校長及び副校長・教頭は、研修教員の研修実施に当たり、適切な指導及び助言を行 

うとともに、授業等に支障が生じないよう配慮する。 

(3) 担当教員等は、校長の指導の下に、研修教員に対する指導及び助言を行う。 

 

*1 秋田市教育委員会は所管する学校の当該教員を対象として研修を実施する。 

*2 教職大学院修了者は、年間 10時間程度とする。 
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(4) 担当教員は、校長、副校長・教頭及び担当教員以外の教員による研修教員に対する

指導及び助言の状況を把握するとともに、系統的・組織的な研修が行われるよう、研

修教員の研修をコーディネートする。 

 

６ 「校内年間研修実施計画書」の作成及び「校内年間研修実施報告書」の提出 

(1) 校長は、県教育委員会が作成した年間研修計画に基づき、当該学校における「校内

年間研修実施計画書」を作成するとともに、「校内年間研修実施報告書」を所管する市

町村教育委員会に提出するものとする。  

(2) 市町村教育委員会は、各校から提出された「校内年間研修実施報告書」を取りまと

め、県教育委員会に提出するものとする。 


